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第 ６ ２ ８ 回 役 員 会 議 事 要 録  
 
１．日  時 令和５年３月２７日（月） １４時１５分～１４時４０分 
 
２．場  所  第 2 会議室 
 
３．出席者  三浦学長、塩谷理事・副学長、 佐野理事・副学長、内藤理事・事務局長 

鈴木理事、濱津理事 
【オブザーバー出席】谷副学長、田中副学長、新田副学長 

上井監事、橋本監事 
４．欠席者  なし 
 
【確認事項】 

第６２７回役員会議事要録を原案のとおり確認した。 
 
５．審議事項 
（１）就業規則の制定等について                      資料１ 

塩谷理事・副学長より、第６２３回役員会（令和５年２月２７日開催）で承認された就
業規則の制定及び一部改正案について、各事業場の過半数代表者からの意見を踏まえ、
一部修正の上、資料 1 のとおり確定したいと提案があった。 

  審議の結果承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会への報告及び労働基準監
督署への届出を行うこととした。 

 
（２）労使協定の締結について                       資料２ 

塩谷理事・副学長より、第６１９回役員会（令和５年１月３０日開催）で承認された令
和５年度の各種労使協定案について、各事業場過半数代表者との調整を終えたことから、
資料２のとおり締結したいと提案があった。 

  審議の結果承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会への報告後、各事業場の
過半数代表者と調印の上、労働基準監督署への届出を行うこととした。 

 
（３）令和５年度福島大学運営計画（案）について              資料３ 

三浦学長より、令和 5 年度の運営計画案について提案があり、学長室より、資料 3 に
基づき、運営計画案の詳細について説明があった。 

審議の結果承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会で審議することとした。 
渡邉 議題申請書。運営計画の内容としては、 
運営計画は了承いただければ、４月以降に公表予定である。 
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（４）「福島大学における新しい教員評価制度について」の一部改正について   資料４ 

塩谷理事・副学長より、役員懇談会（令和５年３月２０日開催）における意見を踏ま
え、資料 4 のとおり、「福島大学における新しい教員評価制度について」の一部改正につ
いて提案があった。 

審議の結果承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会において審議することと
した。 

 
６．報告事項 
（１）令和５年度部局長等について                     資料５ 

三浦学長より、資料５に基づき、令和５年度の部局長等について報告があった。 
 


